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指導教論の配置と 職務

Placement and Duties of Leading Teacher
押 田 貴 久*
OSHIDA Takahisa 

本論文の目的は, 学校を基盤と し た人材育成におけ る指導教諭の役割を明 らかにするため, 全国の指導教諭の配置状況

を確認 し た上で, 指導教論法制化以前から スー パー テイ ー チ ヤー 制度を先導的に取組, 教職員の資質向上に取り 組んでき

た宮崎県の事例 をも と に検討す るこ と である。

新たな職と して 「指導教諭」 法制化から10年が経過しよう と している。 しかしながら , 財政状況が厳しい中, 指導教諭

を配置す る都道府県市は24 と 半数にも満たず, 配置数や校種な どの配置方針 も各都道府県市で異な っ てい る。

宮崎県では, 法制化以前からスーパー テイ ー チ ヤー 制度と して試行 し , 現在は指導教諭と その役割を拡げたスー パー テイー 

チ ヤー の 2 階建ての仕組みと な っ てい る。 学校への配置数や専門教科, 地域等に偏 り もあ るが年々配置数も増え てい る。 

指導教論 (スーパー テイ ー チ ヤー を含む) は日常的に校内外の教員への指導助言活動が可能であり , 特に, 「授業公開」

「校内での研修会」 「校内サークル ・ 自主研修」 「学校外の取組 (講師, 模擬授業, 研究授業)」 な どを通 じ, 学校を基盤と

し た人材育成に貢献を している。 
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1 . はじ めに

2015 (平成27) 年の中教審答申 「これからの学校教育

を担う 教員の資質能力の向上について~ 学び合い, 高め

合 う 教員育成 コ ミ ュ ニ テ ィ の構築に向け て ~ 」 では, 
「新たな知識や技術の活用によ り 社会の進歩や変化のス

ピー ドが速ま る中, 教員の資質能力向上は我が国の最重

要課題であり , 世界の潮流で もある」 と検討の背景を述

べ, 世界的な課題で もある中, 教員の養成 ・ 採用 ・ 研修

の一体的改革を求めている。 特に教員研修に関する具体

的な方向性と し て, 「『教員は学校で育つ』 ものであり , 
同僚の教員 と と も に支え合い ながら OJT を通 じ て日常

的に学び合う 校内研修の充実や, 自ら課題を持って自律

的, 主体的に行う 研修に対する支援のための方策を講じ

る」 と し てい る。 と り わけ , 「授業研究 をは じ めと し た

校内研修及び園内研修の充実を図るこ と が重要であり , 
校内において組織的 ・ 継続的に研修が実施さ れるよ う 実

施体制の充実強化 を図るこ と が必要である」 と学校 を基

盤と し た研修体制の構築が求めら れてい る。

こ う し た学校 を基盤と し た研修を進めてい く ためには, 
核 と な る リ ーダーが必要であり , 「指導教論」 にその役

割が期待 さ れるのではない だ ろ う か。 指導教論は2007 
(平成19) 年の学校教育法改正により新たに設けら れた

職であり , 同法第37条第10項では 「指導教諭は, 児童の

教育 をつかさ どり , 並 びに教論その他の職員 に対 し て , 
教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を

行う」 と 規定し ている。 

新たな職と し ての 「指導教諭」 に関する先行研究と し

て, 伊藤 (2010) では, 指導教諭法制化以前に導入さ れ

た宮崎県 におけ る 「 ス ーパーテ イ ーチ ヤ一制度」 を教師

たちが どのよ う に受け と めたのかを質問紙調査から検討

し , 試行 1 年目の段階では, 「同僚間の学び合い を促す

エ ージェ ン ト」 と いう よ り は, 「優れた指導技術 を持つ

教論のモ デル」 と捉え ら れてい たこ と を明 ら かに し てい

る (' )。 但 し , その後の状況は フ ォロ ーさ れていない。

川口 (2010) は, 「新たな職」 が法制化 さ れる中での

配置実態と それをめぐる教育委員会の動向や対応を分析

し てい る。 導入 2 年目の2009年度の状況について, 「指

導教諭の配置は、 全体傾向と し て消極的であると いえ、

以前よ り い わゆる 『ス ーパーテ イ ーチ ヤー』 制度 を採用

し てい る自治体であ っ ても、 配置 し ていない自治体が多

い」 と し , その要因 を群馬県と山口県を事例に分析 し て

おり , 主幹教諭と異なり 加配措置がな さ れていないこ と

が背景にあ るこ と を明 ら かに し てい る (2)。
また中島 ・ 川上 (2014) では, 佐賀県の学校組織にお

け る 「新たな職」 の導入過程と 運用上の課題 を論 じ る中

で, 指導教論は 「学校内におけ る指導主事 (教育委員会

にあっ て, 教育に関す る専門的事項について, 当該教育

委員会が所管する学校の校長や教員に対 して指導助言を

行う ) のよ う な役割が期待 さ れてい る」 と 述べてい る。 

そ し て, 従来の主任層が担っ ていた役割 を主幹教論が校

長 ・ 教頭の補佐的業務すなわち 「副教頭」 と し ての業務

を担い, 一方で指導教論は教論等に対する教育指導改善
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の指導助言を行う と と もに主任の業務を担当するよ う な

形で業務分担を改めたこ と によ り , 「主幹教諭及び指導

教諭はそ れぞれの立場から学校運営に深 く 関わるよ う に

な っ たため, 学校組織の機能性におい て成果がみら れた

ほか, 各種研修等での様子においても , 従来の主任層が

持 っ ていた学校経営に対する意識に比べて新たな主幹教

論 ・ 指導教論が持 っ てい る組織への責任感は強 く , 管理

職に向け た人材育成の側面におい て も成果がみら れてい

る」 と佐賀県での状況を示 し ている (3)。
小野 (2015) では, 校内における研究推進の中心を担

う 組織である研究推進係会に対 し て, 指導教論が助言や

具体的な支援, 相談活動を行う こ と で, 係会の活性化を

促し , そのこ と により , 校内研究がより充実し てい く こ

と を明 ら かに し てい る (4)。 こ のよ う に学校組織に指導

教諭が配置さ れるこ と によ り , 校内研修が活性化 し , 校

内での人材育成が促進 さ れるこ と が期待でき る。

そこ で本論文では, 学校 を基盤と し た人材育成におけ

る指導教諭の役割 を明らかにするため, 全国の指導教諭

の配置状況を確認した上で, 指導教諭法制化以前からスー 

パー テイ ー チ ヤ一制度 を先導的に取組, 教職員の資質向

上に取り 組んでき た宮崎県の事例をも と に検討する。 

2 . 指導教諭の配置

指導教論は, 学校の教員と し て自ら授業を受け持ち, 
所属する学校の児童生徒等の実態な どを受けて, 他の教

員に対 し て教育指導に関する指導, 助言を行う こ とがで

き る。

全国の指導教論の配置状況であるが, 導入当初の2008 
(平成20) 年度には 8 県市で428人であったが, 2016 (平
成28) 年 4 月 1 日現在, 全国67都道府県 ・ 政令市のう ち

24都府県市 (約36%) に2,269人配置されている。 
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図 1 : 指導教諭配置の推移

出典 : 文部科学省 『平成28年度公立学校教職員の人事行政
状況調査について』 よ り筆者作成

同時期に導入さ れた主幹教論は56都道府県市 (約84%) 
に20,782人配置 さ れており , 新たな職の配置方針に都道

府県政令市で相違がある事がう かがえ る。 例えば東日本

で指導教諭が配置 さ れてい るのは岩手県 と東京都のみで
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あるが, 四国では愛媛県以外の3 県, 九州では鹿児島県

と沖縄県を除く 6 県, 政令市で配置する京都, 大阪, 岡

山 , 広島, 福岡の各府県にも配置 さ れてい る。 他には石

川県 と 三重県に配置 さ れてい る。

また, 指導教諭を配置する校種に関しては小 ・ 中 ・ 高 ・ 

特別支援の各学校に配置し ているのが12都府県市 (岩手

県, 束京都, 京都府, 大阪府, 岡山県, 広島県, 徳島県, 
福岡県, 佐賀県, 宮崎県, 京都市, 堺市) , 義務制学校

のみが 5 県市 (石川県, 三重県, 香川県, 高知県, 岡山

市) , 県立学校のみが 1 県 (熊本県) , 高校以外が 3 市
(広島市, 北九州市, 福岡市) , 特別支援学校以外が3 県
市 (長崎県, 大分県, 大阪市) と同様に都道府県市によ

る配置方針の相違が考え ら れる (表 1 ) 。

このよう に指導教諭の配置は各都道府県 ・ 政令市によ っ

て違いがあ る。 なお , 新たな職と し ての指導教諭ではな

く , 秋田県の 「教育専門監」 や埼玉県の 「はつらつ先生」

な ど教育委員会独自の取組もある。

なお, 文部科学省が実施 した調査によ ると , 指導教諭

の配置の主な成果と して, 調査対象の都道府県の約 8 割, 
市区町村, 学校の約 9 割が 「教職員の指導力の向上」 , 
「指導体制, 研究体制の充実」 , 「OJT, 校内研修の活性

化や質の向上」 をあげてい る (5)。 一方 , 配置の課題に

つい ては, 同調査におい て, 「指導教論の通常の授業時

数が多 く , 期待 さ れる校務を処理でき ない」 , 「指導教諭

の役割等について校内の理解が進んでいない」 と す る指

摘が多 い (6)。 指導教論の配置の実際につい て , 宮崎県

を事例に検討 し てい き たい。 

3 . 宮崎県における指導教諭 ・ スー パー テイー チヤー

制度と 職務内容

宮崎県は指導教諭制度が導入さ れる以前の2006 (平成

18) 年度から スーパー テ イ ー チ ヤー 制度を試行的に導入

し, 2009 (平成21) 年度から指導教諭14名 (小学校 5 名, 
中学校 4 名, 高等学校3 名, 特別支援学校 2 名) を置い

ている。 2016 (平成28) 年度は小学校28名, 中学校15名, 
高等学校14名, 特別支援学校 3 名の合計60名が 「指導教

諭」 であり (7), そのう ち17名 (小学校10名, 中学校 4 
名, 高等学校2 名, 特別支援学校 1 名) が 「スーパーテイー 

チ ヤー」 に委嘱 さ れてい る (8)。

小学校の場合, 各教科 ・ 領域のみならず, 学級経営, 
特別支援教育等に優れた指導実績のあるものも任用 さ れ

てい る。 中学校では, 特に英語が 6 名と多 く , 国語, 社

会, 数学, 理科が各 2 名, 音楽が 1 名と なっている。 高

等学校では, 国語と数学が各 4 名と多 く , 化学, 生物, 
英語, 保健体育, 商業, 工業 (制御) が各 1 名と なって

い る (9)。

配置 さ れてい る地域 (市町村) は, 小学校 ・ 中学校の

場合, 中部教育事務所管内が23名 (宮崎市15名, 国富町



表 1 : 指導教諭の校種別配置状況

指導教諭の配置と職務

出典 : 文部科学省 『平成28年度公立学校教職員の人事行政状況調査について』 よ り筆者作成

3 名, 日南市 5 名) , 南部教育事務所管内が 8 名 (都城

市 5 名, 小林市 3 名, え びの市 1 名) , 北部事務所管内

が11名 ( 日向市 5 名, 延岡市 4 名, 高千穂町 2 名) であ

る ('°)。 全市町村 に配置 さ れてい る訳ではな く , ま た専

門教科等にもばらつきがある。 高等学校及び特別支援学

校も同様であ る。 なお , 県の配置基準では, 「地域性や

指導教科等を勘案 し た上で、 必要と認めら れる学校に配

置する」 と し てい る。

任用 に関 し ては, 指導教論選考が実施 さ れてお り , 
「勤務実績が優良で教育指導改善 ・ 充実の適任者であり 、

優れた指導実践の経験を有 し、 授業力、 児童生徒理解力
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等に優れ、 人格、 識見と も に指導教諭に適する者のう ち

から任用す る」 と し てい る。

受験資格は 「現に本県内の公立学校等に勤務する者の

う ち、 教論の経験が10年以上である者」 と なっ てい る。 

選考試験の方法は, 書類審査と授業評価, 個人面接であ

る。

「指導教論」 の職務内容と し ては, ①所属校におけ る

指導 ・ 助言や相談 ・ 支援, ②地域等におけ る指導 ・ 助言

や相談 ・ 支援, ③授業の公開が示 さ れてい る。 まず, ①

所属校におけ る指導 ・ 助言や相談 ・ 支援に関 し ては, 
「校長の命によ り 、 校内研修の推進役と し ての業務や教
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科等研究に係る指導助言を行う と と もに、 学校の実態に

応 じて、 若手教員等への授業づ く り に係る相談 ・ 支援を

行う」 こ と , さ ら には 「OJTの担当者と し て、 所属職員

の相談 ・ 支援を積極的に行う」 こ と が期待 さ れている。 

また, ②地域等におけ る指導 ・ 助言や相談 ・ 支援に関し

ては, 「教育事務所や市町村教育委員会主催等の授業研

究会等を通し た指導 ・ 助言や近隣の学校研修等の講師を

通した授業づ く り等に係る相談 ・ 支援を行う」 こ と と し , 
「県教育委員会や県教育研修セ ンタ ー主催の研修におけ

る講師等の業務については、 校長と相談の上、 職務内容

を決定 し てい く 」 と し ている。 受業の公開に関し ては, 
所属校職員等に対 し て授業を公開する (年 2 回程度) と

なっ ている。 ただし、 校外におけ る授業研究会や研修会

等におけ る授業、 模擬授業等 も含めるこ と も でき る と さ

れてい る ('')。
一方 , 「 ス ーパーテ イ ーチ ヤー」 に関 し ては, 指導教

諭の職務内容に加えて, ①県内教員 を対象にした指導力

向上に係る指導 ・ 助言や相談 ・ 支援, ②所属校における

指導 ・ 助言, 相談 ・ 支援等と なっ ている('2)。

①では授業公開と し て, 県教育委員会主催 「 スーパー 

テ イ ー チ ヤ一授業公開」 や県教育研修セ ン タ ーの講座の

中での授業公開、 模擬授業等, 県教育委員会共催の研究

大会等における授業公開、 模擬授業等が年 2 回程度求め

ら れてい る。 ま た, 県教育研修セ ン タ ーの講座や教科等

授業研究会や学校研修の講師, 授業づく り等に係る相談 ・ 

支援等 も期待 さ れてい る。 さ ら に②では所属校におけ る

教科等研究に係る指導 ・ 助言や初任者等若手教員に対す

る授業力に係る相談 ・ 支援, 授業公開が具体的に示 さ れ

て い る ('3)。 表 2 は 「指導教論」 と 「 ス ーパーテ イ ーチ

ャ ー」 と の比較であ る。 

4 . 指導教諭によ る人材育成

宮崎県では指導教諭 (スーパー テイ ー チ ヤー を含む) 

表 2 : 「指導教諭」 と 「 スーパーテ イ ーチ ヤー」 と の比較

の活動と して, 「授業公開」 「校内での研修会」 「校内サー

クル ・ 自主研修」 「学校外の取組 (講師, 模擬授業, 研

究授業)」 な どが行われてい る。 以下, 行政資料と筆者

の参与観察をも と に指導教諭によ る人材育成の実態 を検

討する。 

( 1 ) 授業公開

指導教論によ る 「授業公開」 では, 初任者研修や若手

教員及び教育実習生に対する授業, 授業公開週間を設定

し ての授業, 県大会での授業等が行われてい る。 平成28 
年度は総計140回実施さ れてい る と のこ と である ('4)。

また , スーパーテ イ ーチ ヤーによ る 「授業公開 ・ 研修

会」 も開催され, 県内の教職員が参加している。 このスー 

パー テ イ ー チ ヤ一授業公開は, 県教員研修セ ン タ ーが運

営 し てい る。 スーパー テ イ ー チ ヤー から授業公開の日程

を集約 し , ホ ームペ ー ジ上で 「 ス ーパーテ イ ーチ ヤ一通

信」 と し て, 募集 をかけ てい る。

スーパー テ イ ー チ ヤ一授業公開では, まず公開授業前

に授業のねらいやポイ ン ト 等の事前説明が行われる。 そ

し て, 授業が行われ, 事後検討会さ らには研修, 相談会

へと展開さ れる。 資料や情報等も惜 し みな く 提供 さ れ, 
参加者からは様々な観点から の質問に対す る回答並 びに

助言等 をていねいに対応 し てい る。 中には合唱や合奏の

実演や拡大し た指導案へコ メ ント を付箋で貼り 付け , グ

ルー プ協議す る な どのワ ー ク シ ヨ ツプ方式 が採用 さ れる

な ど事後検討会の方法にも工夫がな さ れてい た。 授業は

も ち ろ んのこ と , 授業公開そのものを学べる機会と な っ

てい る。

授業公開は, 子 どもの反応を直接感 じながら , 指導教

諭らの指導技術 を学ぶこ と ができ , また事後検討会で直

接質疑応答がなさ れたり , 相談するこ と が出来たり と参

加者にと っ て学びは多い。 一方で , 指導教諭にと っ て も

参加者から の声や悩みな どから自身の実践への気付きや

指導教諭 スーパーテ イ チ ヤー 

任用等 教諭からの昇任 指導教諭の中から委嘱 スーパーテ イ ーチ ヤーに委嘱された経 

験のある再任用の教員の中から委嘱 

給与等 特 2級 

県よ り研修費等の支援 

特 2級 

県よ り研修費等の支援 

2級 

県よ り研修費等の支援 

指導の対象 所属校及び地域 所属校及び県内全域 

職務内容 教育指導の改善及び充実のために必要な指導 ・ 助言等 
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出典 : 宮崎県教育庁教職員課 (2017b) よ り



フ イ ー ドバ ツク の機会 と な っ てい る。 

指導教諭の配置と職務

( 2 ) 校内での研修会

「校内での研修会」 では, 研究主任や補佐役と し て校

内研 で リ ーダーシ ッ プを発揮 し てい る。

例えば, N市立K 中学校のA 指導教諭 (当時) は, 当

初, 新たに開校し た小中一貫校の教務主任兼研究主任と

し て, 学校公開やカ リ キュ ラ ム開発に向け た校内研修の

企画運営 をリ ー ド し ていた。 しかし , 翌年には中堅教員

へ研究主任 を引継ぎ, フ ォロ ーにまわるこ と で次世代育

成 を担 っ てい る。

また, K市立M小学校のB 指導教論 (当時) は, 県の

「学校における OJT 推進の手引き」 作成に関わり , 推進

校の OJT 担当者兼教務主任と し て, 様々な取組をする

中で ミ ニ研修会の企画運営 を担 っ ていた。

学校規模や職員配置に も よ るが, 指導教諭が教務主任

や研究主任 を担う こ と で , 校内研修の推進役と な っ てい

る。 特に研究授業を通じ て, 自ら方向性を提案 したり , 
指導助言 し たり するこ と が可能と なる。 また, 管理職の

支援の下, 校内での研修 コ ーデイネ ー タ 一 と し て, 所属

職員の能力や学びを活かすこ と も出来る。 

( 3 ) 校内サークル ・ 自主研修

「校内サークル ・ 自主研修」 では, 若手教員に対 し て

の授業や学級経営に関する指導 ・ 助言, 相談 ・ 支援も行

われてい る。

例えば, K 市立M小学校のB 指導教論 (当時) は, 
OJT 担当者と し て, 時間外に校内サークルを組織化 し , 
指導力向上に努めていた。 また, M市立N小学校のC指

導教諭 (当時) は, 月 1 回休日に初任者 ・ 講師等と学級

経営 を中心と する勉強会を開催し , 若手教員の育成に当

た っ ていた。 基本的な学級事務や教材研究, データ に基

づく 生徒指導等, 若手教員の悩みに応じた指導助言を行っ

ていた。 さ らにN市立K 小学校の元スーパー テイ ーチ ヤー 

であるD 教頭 (当時) は月 1 回時間外に校内サークルと

し て, 教員相互の学び合いの機会を設け ていた。

小学校の場合, 自ら も学級担任と し て授業や学級経営

を担わなけ ればな ら ないため, 通常の勤務時間内での指

導機会は限ら れてい る。 そのため, 勤務時間後や休日に

任意で行わざる をえ ないが, 学び合いの機会を創造 し て

い く こ と で若手 ・ 同僚職員の力量形成に寄与 し ている。 

( 4 ) 学校外の取組 (講師, 模擬授業, 研究授業)
指導教論は学校内での授業公開や研修会, 日常の指導

な どが中心ではあるが, 学校外での講師等と し て, 活躍

するこ と も少な く ない。

特に教育委員会主催の研修会 (初任者研修や課題別研

修等) での講師や助言者と し て協力するこ と がある。 大
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学の シ ンポジウムの登壇者と し て , 実践報告 を依頼 さ れ

るこ と も あ る。 自 ら教科や学級経営等の研究会やサーク

ルを運営し , 定期的に学習会を開催する指導教諭も多い。

例えば, 宮崎市指導教諭の会では 「す ぐに役立つミ ニ

ミ ニ講座」 を年 5 回土曜日午前中に開催し , 指導教諭に

よ る授業や指導の工夫が紹介 さ れてい る。 受講者は若手

からベテラ ンまで幅広 く 自主的に参加 し てい る。 講座は

それぞれの指導教論に任 さ れてい るが, 実践的で翌週か

らの授業にす ぐに役立つ内容と な っ てい る。

小規模校には指導教論が配置 さ れるケースが少ない た

めこ のよ う な講座で優れた教育実践を学べる意義は大き

い。 また , 指導教論 も同一校に複数配置 さ れるケースは

まれであり , 指導教論にと っ て も講座の準備, 参観, 運

営を組織的に行う こ と で, 指導教諭相互の力量形成機会

と な っ てい る。 指導教諭は指導の達人であると同時に学

びの達人で も あ る。 た ゆまぬイ ンプ ッ ト がハイ レベルの

ア ウ ト プ ッ ト へつながっ てい るのであ る。 

5 . 結語
新たな職と して 「指導教諭」 法制化から10年が経過し

よ う と し てい る。 し かし ながら , 財政状況が厳 しい中, 
指導教諭を配置する都道府県市は24 と半数にも満たず, 
配置数や校種な どの配置方針も各都道府県市で異な っ て

い る o

宮崎県では, 法制化以前から スーパー テ イ ー チ ヤー 制

度と して試行 し , 現在は指導教論と その役割を拡げたスー 

パー テ イ ーチ ヤー の 2 階建ての仕組みと な っ てい る。 学

校への配置数や専門教科, 地域等に偏り も あるが年々配

置数 も増え てい る。 指導教論 ( スーパー テ イ ー チ ヤー を

含む) は日常的に校内外の教員への指導助言活動が可能

だが, 特に, 「授業公開」 「校内での研修会」 「校内サー

クル ・ 自主研修」 「学校外の取組 (講師, 模擬授業, 研

究授業) 」 な どを通 じ て行われてい る。 宮崎県教育委員

会が行った 「授業公開等参加者ア ンケー ト結果」 によ る

と , 約 9 割が指導教諭の授業公開等で学んだこ と を自分

の授業に生かすこ と ができ た (あ る程度でき た) と回答

し てい るこ と から も その効果は一定程度期待す るこ と が

で き る ('5)。

伊藤 (2010) では , ス ーパ ーテ イ ーチ ヤ一制度は , 
「同僚間の学び合い を促すエ ージェ ント」 と いう よ り は, 
「優れた指導技術 を持つ教論のモデル」 と 他の教職員は

受け と めたと い う 指摘であ っ た。 こ の点につい ては, 現

在も 「優れた指導技術 を持つ教論のモデル」 と し ての位

置付けは強いものの同時に 「同僚間の学び合いを促すエ ー

ジェ ント」 と しての役割を担う 指導教論 (スーパーテイー 

チ ヤー) が増え てき てい る。 こ う した役割の拡がり は, 
2 階建ての仕組みと教育委員会 ・ 学校からの役割付与に

よ る影響が大きい と考え ら れる。 



押 田 貴 久

宮崎県教育委員会では, 指導教諭の課題と して, ①指

導教諭の資質向上, ②研修会の工夫, ③職務内容の充実

を あ げ てい る ('6)。 こ れらは指導教諭個々人の問題以上

に教育委員会 ・ 学校側の指導教諭への支援体制が課題と

も言える。 特に中学校や高等学校では, 教科専門が異な

るために指導教諭と し ての校内での専門性の発揮は限界

もある。 隣接する小中学校で連携するな どの工夫を行う

指導教諭もいる。 教育委員会 ・ 校長によ る指導教諭への

ミ ツシ ヨ ンの明確化と 支援が重要と な ろう 。

最後に本稿では, 全国の指導教論の配置状況を確認し

た上で , 法制化以前から スーパー テ イ ー チ ヤ一制度によ

る先導的な取組を行 っ てき た宮崎県での実態 を も と に学

校を基盤と し た人材育成におけ る指導教諭の役割 を検討

し てき た。 し かし , 指導教諭を配置 し ていない道県での

取組と の比較を通 じた指導教諭職配置の功罪を探求する

必要があ る。 今後の研究上の課題と し たい。 
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